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学 生 証

学校法人□□学校

氏　　名
学生番号生年月日有効期限

京急 花子01234561990年1月  1日2014年3月31日

上記の者は、本学の学生であることを証明する

Keikyu        hanako

第１条 （目的）
　本特約は、ＰＡＳＭＯ付身分証等の発行者である、身分証等の発行者（以下、「身分証等発行者」といいます。）、京浜急行電鉄株式会社
（以下、「事業者」といいます。）及び株式会社パスモ（以下、「パスモ」といいます。）が、ＰＡＳＭＯ付身分証等（以下、「本カード」といいます。）
を媒体として利用者に提供するPASMOに関するサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。

第２条 （適用範囲）
１ 本特約は、ＰＡＳＭＯ取扱規則に対する特約であり、ＰＡＳＭＯ取扱規則の定めと異なる条項には、本特約を優先して適用することとします。
２ 本カードのＰＡＳＭＯとしての取扱いについては、ＰＡＳＭＯ取扱規則における一体型ＰＡＳＭＯとして取扱います。
３ 本カードの利用に関し、本特約に定めていない事項については、ＰＡＳＭＯ取扱規則及びＰＡＳＭＯ電子マネー取扱規則の定めるところによります。

第３条 （用語の定義）
１ 本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
　（１）「身分証等」とは、学校が発行する学生証等、企業が発行する社員証等の身分証明書、又は各種組織もしくは団体に所属することを証明
　　する証明書をいいます。 

　（２）「ＰＡＳＭＯに関する機能」とは、ＰＡＳＭＯ取扱規則及びＰＡＳＭＯ電子マネー取扱規則に基づき提供する機能をいいます。 
　（３）「ＰＡＳＭＯ付身分証等」とは、身分証等の機能とＰＡＳＭＯに関する機能が一体となったＩＣカードをいいます。 
　（４）「利用者」とは、身分証等発行者、事業者及びパスモが定める本特約、パスモが定めるＰＡＳＭＯ取扱規則、ＰＡＳＭＯ電子マネー取扱規則
　　及びＰＡＳＭＯ付身分証等に関わる個人情報の取扱いに関する重要事項を承認のうえ、本カードの貸与を受けた方をいいます。

　（５）「個人認証等サービス」とは、身分証等発行者が利用者に対して提供する、本カードの身分証等の機能を利用した、個人認証等の付加　
　　価値サービスをいいます。 

２ 本特約に定めのない用語の定義については、ＰＡＳＭＯ取扱規則及びＰＡＳＭＯ電子マネー取扱規則の定めるところによるものとします。
第４条 （契約の成立）
　本カードの利用に関する契約は、身分証等発行者、事業者及びパスモが利用者に本カードを貸与したときに、身分証等発行者、事業者及び
　パスモと利用者との間に成立します。

第５条 （所有権）
１ 本カードの所有権は、身分証等発行者、事業者及びパスモの共有に属し、利用者に貸与するものとします。利用者は善良なる管理者の注意を
　もって本カードを利用し、管理するものとします。
２ 利用者は、第７条第５項に定める場合のほか、卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失した場合、及び身分証等発行者、事業者、又は
　パスモから本カードの返却の請求があった場合は、速やかに身分証等発行者に本カードを返却するものとします。

第６条 （発行）
　本カードは、あらかじめバリューをチャージせずに発行するものとします。

第７条 （有効期限満了時等の取扱い）
１ 本カードのＰＡＳＭＯに関する機能は、本カードの券面に表示された有効期限の翌日以降は使用することができないものとします。ただし、
券面の有効期限の表示が年月の場合は、当該月の末日の翌日以降から使用できないものとします。 

２ 本カードの有効期限が満了した場合（又は満了する場合）、身分証等発行者、事業者及びパスモが認めるときに限り、新たな有効期限
が設定された本カードに交換します。この場合、利用者は、身分証等発行者、事業者及びパスモが発行する交換用の媒体及び有効期
限が満了した本カード（又は満了する本カード）を、一体型ＰＡＳＭＯの交換ができるＰＡＳＭＯ取扱箇所に持参し、事業者及びパスモから
の交換用の媒体にかかわる通知を呈示のうえ、ＰＡＳＭＯに関する機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをするものとします。

３ 利用者が卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失した場合、身分証等発行者が利用者の身分証等の利用資格の継続を認め
ない場合は、新たな有効期限が設定された本カードへの交換を行わないものとします。

４ 第２項の交換を行った後、交換前の本カードにおけるＰＡＳＭＯに関する機能の停止の取消し又は機能の復元、移し替えたＰＡＳＭＯに
関する機能を別の一体型ＰＡＳＭＯへ移し替えることはできないものとします。 

５ 本カードの有効期限が満了した場合、利用者は速やかに有効期限が満了した本カードを身分証等発行者に返却するものとします。ただ
し、第２項の交換を行う場合は、移替え手続き後速やかに有効期限が満了した本カードを身分証等発行者に返却するものとします。

第８条 （個人情報の変更等）
１ 利用者は、身分証等発行者及びパスモへ届出た事項について変更があった場合には、別に定める届出事項変更届けを身分証等発行
者に提出しなければならない。

２ 個人情報の変更等により本カードの交換をする場合、利用者は、身分証等発行者、事業者及びパスモが発行する交換用の媒体及び
現在使用している本カードを、一体型ＰＡＳＭＯの交換ができるＰＡＳＭＯ取扱箇所に持参し、事業者及びパスモからの交換用の媒体に
かかわる通知を呈示のうえ、ＰＡＳＭＯに関する機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをするものとします。

３ 前項の交換を行った後、交換前の本カードにおけるＰＡＳＭＯに関する機能の停止の取消し又は機能の復元、移し替えたＰＡＳＭＯに関
する機能を別の一体型ＰＡＳＭＯへ移し替えることはできないものとします。

４ 利用者が第１項に定める届出又は第２項に定める手続きを怠ったことによって生じた利用者の不利益、損害等については、身分証等発
行者、事業者及びパスモは責任を負わないものとします。

第９条 （本カード以外のＰＡＳＭＯへの移替え）
　ＰＡＳＭＯ取扱規則第２２条第３項にかかわらず、本カードのＰＡＳＭＯに関する機能を本カード以外のＰＡＳＭＯに移し替えることはできな
いものとします。

第１０条 （本カードの券面表示）
１ 本カードは、その券面表示すべき事項（以下「券面表示事項」という。）が不明となったときは、使用することができないものとします。
２ 券面表示事項が不明となった本カードは、速やかに第１２条に定める障害再発行の手続きをしなければならないものとします。

第１１条 （紛失再発行）
１ 本カードの紛失、盗難が発生した場合、別に定める申請書を、利用者が一体型ＰＡＳＭＯの再発行ができるＰＡＳＭＯ取扱箇所に提出し
たときは、次の各号の条件を全て満たす場合に限って紛失した本カードの使用停止措置を行い、利用者に対し再発行するために必要な
帳票（以下「再発行整理票」という。）を発行するものとします。

　（１） 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する利用者が当該本カードの利用者本人であることを証明できること。
　（２） 利用者の氏名、生年月日、性別の情報がパスモのシステムに登録されていること。
２ 利用者は、前項の手続きのほか、身分証等発行者が別に定める方法で身分証等発行者に紛失、盗難が発生したことを申し出るものと
し、身分証等発行者、事業者及びパスモが発行する再発行用の媒体を身分証等発行者から受領するものとします。

３ 第１項により使用停止措置を行った当該本カードのＰＡＳＭＯに関する機能については、次の各号の条件を全て満たしたうえ、一体型Ｐ
ＡＳＭＯの再発行ができるＰＡＳＭＯ取扱箇所において再発行を請求した場合に限って、当該本カード裏面に刻印されたものと異なる
カード番号の本カードを再発行するものとします。

　（１）公的証明書等の呈示により、再発行を請求する利用者が当該本カードの利用者本人であることを証明できること。
　（２）利用者が第１項により発行された再発行整理票を提出すること。
　（３）利用者が前項により受領した再発行用の媒体を持参すること。
　（４）利用者が事業者及びパスモからの再発行媒体にかかわる通知を呈示すること。 
４ 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行を行ったＰＡＳＭＯ取扱箇所にて再発行する本カード１枚につきＰＡＳＭＯ取扱規則第２０条
　第４項に定める紛失再発行手数料を現金で収受するものとします。
５ 当該本カードの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことができないものとします。また、紛失した本カードが発見された場合に、
　当該本カードを再発行用の媒体として使用することはできないものとします。
６ 前各項により本カードを再発行する場合、身分証等発行者の定めるところにより、第４項の紛失再発行手数料のほかに身分証等の機能に関
　する再発行手数料を収受することができるものとします。
７ 本カードの再発行を請求した時点において本カードの有効期限が満了している場合、または利用者が卒業、退職等により身分証等の利用資
　格を喪失している場合には、本カードの再発行は行わないものとします。

第１２条 （障害再発行）
１ 本カードの破損等によって所定の機器で使用できない場合、別に定める申請書を、利用者が一体型ＰＡＳＭＯの再発行ができるＰＡＳＭＯ
取扱箇所に提出し、かつ当該本カードを呈示したときは、再発行整理票を発行するものとします。

２ 利用者は、前項の手続きのほか、身分証等発行者が別に定める方法で身分証等発行者に本カードが所定の機器で使用できないことを申
し出るものとし、身分証等発行者、事業者及びパスモが発行する再発行用の媒体を身分証等発行者から受領するものとします。

３ 第１項により再発行整理票が発行された当該本カードのＰＡＳＭＯに関する機能については、次の各号の条件を全て満たしたうえ、一体型Ｐ
ＡＳＭＯの再発行ができるＰＡＳＭＯ取扱箇所において再発行を請求した場合に限って、当該本カード裏面に刻印されたものと異なるカード
番号の本カードを再発行するものとします。 

　（１） 利用者が第１項により発行された再発行整理票を提出すること。
　（２） 利用者が前項により受領した再発行用の媒体を持参すること。
　（３） 利用者が障害状態となった当該本カードと事業者及びパスモからの再発行用媒体にかかわる通知を呈示すること。
４ 当該本カードの障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことができないものとします。また、当該本カードを再発行用の媒体と
して使用することはできないものとします。

５ 前各項により本カードを再発行する場合、身分証等発行者の定めるところにより、身分証等の機能に関する再発行手数料を収受すること
ができるものとします。

６ 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わないものとします。
　（１） 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
　（２）利用者の故意又は重大な過失により本カードが障害状態となったと認められ、ＰＡＳＭＯ取扱規則第１９条第６号により無効となった場合 
　（３）本カードの再発行を請求した時点において本カードの有効期限が満了している場合 
　（４）利用者が卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失している場合

第１３条 （払いもどし）
１ 利用者は、本カードの有効期限の満了後に第７条第２項の交換を行わない場合において、身分証等発行者に本カードを返却する前に、ＰＡＳ
ＭＯ取扱規則第２４条の定めに従い払いもどしの手続きを行うものとします。この場合の払いもどしは、ＰＡＳＭＯに関する機能の停止を条件に
行うものとします。

２ 利用者は、卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失した場合、身分証等発行者に本カードを返却する前に、ＰＡＳＭＯ取扱規則第２４
条の定めに従い払いもどしの手続きを行うものとします。この場合の払いもどしは、ＰＡＳＭＯに関する機能の停止を条件に行うものとします。

３ 身分証等発行者へ本カードを返却した後は、ＰＡＳＭＯに関する機能（ＰＡＳＭＯ定期券が有効期間内である場合、有効なＩＣカード乗車券情報
が記録されている場合、及びバリュー残額がある場合を含む。）は失効するものとします。またその際に生じる利用者の不利益、損害等につい
て、身分証等発行者、事業者及びパスモは一切の責任を負わないこととします。

４ 利用者は、本カードの紛失又は盗難が発生した場合で、第１１条に従った再発行の手続きを行う前に本カードの有効期限が経過し、もしくは卒
業、退職等により身分証等の利用資格を喪失したときは、身分証等発行者にバリュー残額の払いもどしを請求するものとします。この場合、第
１１条第４項に定める紛失再発行手数料及び同条第６項に定める身分証等の機能に関する再発行手数料を現金で支払うものとし、バリュー
残額について現金での払いもどしを行うものとします。

５ 利用者は、本カードの障害が発生した場合で、前条に従った再発行の手続きを行う前に本カードの有効期限が経過し、もしくは身分証等の利
用資格を喪失したときは、身分証等発行者にバリュー残額の払いもどしを請求するものとします。この場合、第１２条第５項に定める身分証等
の機能に関する再発行手数料を現金で支払うものとし、バリュー残額について、現金での払いもどしを行うものとします。

第１４条 （本カードが無効となる場合）
１ 事業者及びパスモは、次の各号に該当する場合、本カードを無効としたうえ、回収することがあります。この場合、ＰＡＳＭＯに記録されている一
　切の金銭的価値及び乗車券等（ＰＡＳＭＯ定期券を含む）は返却しないものとします。
　（１）ＰＡＳＭＯ取扱規則第１９条に該当した場合
　（２）利用者の本カードの利用が、本特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合 
２ 前項の場合の身分証等の機能の再発行その他の取扱いについては、身分証等発行者の定めるところにしたがって取扱われるものとし、事業
　者及びパスモはかかる手続きに関連して生じる利用者の不利益について一切の責任を負わないものとします。
３ 無効・回収による利用者の損害等については、身分証等発行者、事業者及びパスモは、その責めを負わないものとします。

第１５条 （免責事項）
１ 本カードの再発行又は交換により、本カード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の本カードを発行したことによる利用者の損害等につい    
　ては、身分証等発行者、事業者及びパスモはその責めを負わないものとします。
２ 本カードの紛失、盗難が発生した場合、本カードの再発行整理票発行日における払いもどしやバリューの使用等で生じた利用者の損害につい
　ては、身分証等発行者、事業者及びパスモはその責めを負わないものとします。
３ 本カードについて、身分証等発行者に起因する利用者の損害については、事業者及びパスモはその責めを負わないものとします。 
４ 本カードの紛失、盗難もしくは障害、または本カードの発行中止、運用停止もしくは発行遅延（再発行・交換の遅延を含む）のため、身分証等の
　機能または個人認証等サービスを利用することができないことに起因する利用者の損害については、事業者及びパスモはその責めを負わない
　ものとします。

第１６条 （特約の変更）
　事業者及びパスモは、事前に利用者に通知することなく本特約を変更できるものとします。当該変更は事業者及びパスモが定める方法
により、利用者にその旨を公告します。本特約変更後において利用者が本カードを利用した場合、当該利用者は変更内容に承諾したも
のとみなします。

第１７条 （管轄裁判所）
　本カードに関する、利用者と事業者間の訴訟、及び利用者とパスモ間の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所
とします。

ご注意

・PASMO付学生証ではPASMOオートチャージサービスがご利用いただけます。
詳しくは東急カードホームページ（http://www.topcard.co.jp）よりご確認ください。
※TOP&カードをご本人さま名義でお持ちいただくことが必要となります。 ※お申込みには専用の申込書が必要となります。

●PASMOオートチャージサービスについて

・有効期限の切れたPASMO付学生証はPASMOとしてご利用いただけません。ただし、有効期限が切れた後もPASMOの払いもどしは行うことができます。

PASMO付身分証等利用特約

●有効期限の切れたPASMO付学生証について

・入金（チャージ）残額は返却前に使いきるようにお願いいたします。
・有効期間が1か月以上残っている鉄道定期券は学校に返却する前に、その定期券を発売した鉄道事業者で払いもどしいただきますようお願いいたします。
※払いもどしには、PASMO付学生証の他に、公的証明書等（健康保険証・免許証など）が必要です。※バス定期券の払いもどしについては、各バス事業者にお問い合わせください。

・払いもどし処理を行わないまま学校に返却した場合、後日、定期券および残っている入金（チャージ）残額を払いもどしすることはできません。

●卒業時、PASMO付学生証を学校に返却する場合 学 生 証
付

ご利用案内
For students （個人情報の取扱い）

第１条 PASMO付身分証等（以下、「本カード」という。）を鉄道事業者及び株式会社パスモ（以下、「当社」という。）とともに発行して
いる学校、企業その他の身分証等の発行者が、利用者または利用希望者（以下、「利用者等」という。）から同意を得て当社へ
提供した個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個
人を識別することができるものをいう。以下同じ。）は、当社が管理します。

２ 当社は取得した個人情報を、次の目的で利用します。
　①利用者等の本人確認
　②当社から利用者等への本カードにかかわる通知・案内の送付
　③当社から利用者等に連絡する必要がある場合の連絡先の確認

３ 前項のほか、当社は、PASMOに関する機能に関して取得した個人情報を、次の目的で利用します。なお、次の利用目的の範囲内
で本カードの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、当該個人情報をその事業者に知らせることがあります。
　①記名PASMOの購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認
　②当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
　③PASMO取扱規則及びPASMO付身分証等利用特約、並びにPASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者の旅客営業
規則等に基づく記名PASMOにかかわるサービスの実施及び改善

（個人情報の開示・訂正・利用停止等）
第２条 利用者等が当社の個人情報に対する開示・訂正・利用停止・その他お問い合わせなど希望される場合には、当社は法令
に基づき合理的な範囲で速やかに対応いたします。個人情報の開示・訂正・利用停止・その他お問い合わせなどを希望され
る際には、当社または当社が委託するPASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者にご連絡ください。

PASMO付身分証等に関わる個人情報の取扱いに関する重要事項
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